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税務署のコーナー

☆☆☆☆☆☆ 税務経営大学講座 ☆☆☆☆☆☆
・10月11日　「企業会計　基礎編」
・10月24日　「会計を活かした事業計画の作成法」
・11月17日　「源泉徴収票作成と年末調整の実務」
・12月 ６日　「給与支払報告書のしくみ」
　　　　　　  「確定申告の基礎知識」
時　間：13:30～15:30
場　所：中津川商工会議所または、恵那商工会議所

H29年10月～の主な予定
10月  5日　全国大会「福井大会」
10月13日　県下法人会青年部会連絡協議会(飛騨)
10月18日　県下法人会女性部会連絡協議会(岐阜北)
10月26日　青年部会　移動研修会
10月28日　『小久保裕紀氏講演会』一般公開講演会
11月  5日　女性部会　バザー（中山道まつり）
11月　　　 女性部会　消防署へタオル寄贈
11月10日　全国青年の集い「高知大会」
12月  4日　青年部会　移動研修会
12月14日　オープン理事会
12月～　　青年部会・女性部会　小学６年生「租税教室」
12月～　　女性部会　「税に関する絵はがきコンクール」

2017侍ジャパン代表監督

小久保裕紀氏講演会
～ 一瞬に生きる ～

と　き　平成２９年10月２8日（土）
　　　　14:00～

ところ　中津川文化会館
※会員の皆様には一般に先行して入場整理券（無料）
　を配布いたします
　配布開始日：平成29年９月 21日（木）10:00～
　配布場所　：中津川法人会事務局
　　　　　　　中津川北商工会 本所
　　　　　　　恵那商工会議所
　　　　　　　恵那市恵南商工会 本所
　※10月２日（月）までは中津川文化会館での配布は
　　いたしません。

中山道まつり
と　き　平成２９年11月５日（日）
ところ　喫茶〝縹（はなだ）〟駐車場

◎宮城県女川町の物産販売
◎フリーマーケット
掘り出し物がいっぱい！
　　

本会　社会貢献活動　一般公開講演会

女性部会　社会貢献活動

法人会新規会員　
募集中！
　中津川法人会では今年度を「会員増強年度」
と位置づけ会員増強活動を役員が一丸となっ
て行っております。
　皆様の身近な方・企業で、まだ法人会に加入
されていない方はいませんか？または、法人会
にご興味を持たれている方・企業はありませ
んか？
是非ご紹介下さい！
【法人会の特徴】
◎カバーエリアが中津川市・恵那市の全域と広
範囲に渡るので、新しい人脈作りに最適です！
◎税務・経営のセミナーを年間通して行って
いるのでスキルアップに活用できます！

【お問合せ】
一般社団法人 中津川法人会　事務局
　　　　　　　☎0573（65）6593

説明会開催のご案内
◎消費税軽減税率制度等説明会
　事業者を対象とした消費税の軽減税率制度等
説明会を開催します。
　軽減税率制度の概要や制度対応に係る支援制
度などをテーマとしておりますので、是非、御参
加ください。
（中津川税務署主催（恵那市・中津川市共催））

　開催日　  開催時間　             開催場所

① 11月
16日（木）

恵那文化センター 公民館集会室
（恵那市長島町中野414-1）

10:30～
     12:00

② 11月
17日（金）

岩村コミュニティセンター大ホール
（恵那市岩村町1657-1）

10:30～
     12:00

③ 11月
20日（月）

中津川市健康福祉会館４階多目的ホール
（中津川市かやの木町２-５）

10:00～
     11:30

④ 11月
21日（火）

アートピア付知交芸プラザ　ホール
（中津川市付知町4956-52）

10:30～
     12:00

◎平成 29年分年末調整等説明会
　源泉徴収義務者を対象とした年末調整等説明
会を開催します。
　年末調整等の具体的な事務手続などを説明し
ますので、是非、御参加ください。

対象地域 開催日 開催時間 開催場所

恵那
ブロック

11月
16日（木）

恵那文化センター 公民館集会室
（恵那市長島町中野 414-1）

13:30～
     15:30

恵南
ブロック

11月
17日（金）

岩村コミュニティセンター大ホール
（恵那市岩村町 1657-1）

13:30～
     15:30

中津
ブロック

11月
20日（月）

中津川市健康福祉会館
　　　　４階多目的ホール
（中津川市かやの木町２-５）

13:30～
     15:30

恵北
ブロック

11月
21日（火）

アートピア付知交芸プラザ ホール
（中津川市付知町 4956-52）

13:30～
     15:30

注）会場は、駐車場のスペースが限られていますので、車での御来場の際には相乗りなどの御配慮をお願いします。

【問合せ先】中津川税務署　法人課税第一部門　℡0573-66-1202（内線 1273）
※お問合せいただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内に従って、
　「２」を選択してください。

中津川駅前付近
新町通り
本町通り
西太田町通り
にて開催！

※①②③④とも、同様の説明内容です。

昨年の様子



中津川法人会だより中津川法人会だより

オープン理事会開催

第9回新税務経営大学講座開催　第1回～第4回

青年部会　租税教育活動 in 中津高等学校

中津川税務署　新署長インタビュー

―ご出身はどちらですか
　富山県黒部市出身で、現在は、名古屋市昭和区に住ん
でおり、地下鉄とＪＲとバスを乗り継ぎ、約２時間かけて
通勤しています。

―ご職歴を教えてください
　名古屋東税務署が振出しで、
愛知県内の税務署のほか、岐阜
県内の税務署では、岐阜北税務
署と岐阜南税務署での勤務があ
り、名古屋国税局では、総務部と
徴収部で勤務しておりました。
　前職は、名古屋国税局徴収部

特別整理第三部門の統括国税徴収官です。

―ご職歴の中で特に印象に残ったことはございますか
　名古屋国税局徴収部国税訟務官室に所属していた時、
国税訟務官として、名義変更訴訟を提起することに取り
組んだことです。
　徴収事務においては、納税に誠意のない滞納者に対し
て、国税債権確保のため、財産の差押え・公売という強
制徴収手続きを執行していくのですが、その事案は、債
権者からの追及を逃れるため、所有不動産の売買を仮装
し、滞納者から第三者に名義変更しており、差押えがで
きない状況でした。滞納者名義に戻すための訴訟提起に
向けて、事実関係を調査し、証拠を収集し、悪戦苦闘しな
がら訴状案を作成したことが、今でも印象に残っていま
す。

―中津川の印象はいかがですか
　恵那山をはじめとする山々に囲まれて自然豊かである
こと、旧中山道の宿場町として栄えた歴史のある街であ
ること、また、リニア中央新幹線のリニア岐阜県駅開業を
見据え、地域振興や観光振興に向け活気があることな
ど、とても良い印象を持ちました。
　また、先日のオープン理事会でもお話ししましたが、中
津川税務署に赴任できたお陰で、郷土出身の儒学者・
佐藤一斎の教えを知ることができたのも有難いことだと
思っています。

―仕事で心掛けていることはございますか
　税務職員には、適正・公平な課税・徴収の実現という
任務があり、その任務の遂行のために質問・検査権や徴
収権という権限が与えられているのですが、対納税者と
の関係では、経済的には対立しますし、厳しい仕事です。
仕事をするに当たって、何を拠り所にするかというと、期

限内に正しい申告と納税をしている納税者の方です。収
入があったのに正しい申告をしない人、財産を有しながら
税金を納めない人を放置することは、適正申告と期限内
納税をしている人への裏切りであると思って職務を行っ
ています。
　とはいっても、仕事というものは、厄介なことも多く、人
との折り合いをつけながら自己主張もして進めていかな
ければならないものです。税務職員になった最初のころ
は、外回りをする女性職員はまだ少なく、「本当に税務署
の人ですか？」と問われたこともありました。
　しかし、その後、いろいろと経験を積むにつれて、女性
職員だからということについては、特に意識することはな
くなりました。
　相手との折衝をはじめ、仕事をする上で行き詰った時
は、仕事そのものを見つめるというか、何のためにするの
か、仕事の目的や本質を考えるようにすれば、自ずとやる
べきことは見えてくると思います。私は、今回の人事異動
で中津川税務署長を拝命したわけですが、署長になった
のではなく、署長としての役割を
与えられたと考え、その役割をよ
く意識し、適正・公平な、信頼さ
れる税務行政を担っていきたい
と思っています。

―中津川法人会へ期待すること
を一言お願いします
　中津川法人会は、税務行政の良き理解者として、「学
ぶ・教える」をテーマに掲げた租税教育活動や「税に関
する絵はがきコンクール」の実施、税務経営大学講座の
開催などの事業活動を通じて、税知識の普及や納税意識
の高揚に多大な貢献をされています。この場をお借りし
て、心からお礼を申し上げます。
　今後も、各事業活動が、会員の皆様相互の連携を強く
することをはじめ、次代を担う若者たちの育成や地域経
済の健全な発展に繋がることを祈念いたします。

第１回
『平成 29 年度税制改正のポイント』
講　師　中津川税務署 上席官　坂部正義 氏
『印紙税実務のポイント』
講　師　岐阜北税務署 特別調査官  土田浩史 氏
と　き　平成２９年６月１４日（水）
ところ　中津川商工会議所３F
出　席　５１名

中津川税務署長　杉山 真由美 氏
すぎやま  ま   ゆ   み

聞き手：渡邉広報部長、波多野広報副部長

渡邉広報部長

と　き　平成29年８月４日（金）
ところ　クアリゾート湯舟沢
出　席　44名
　７月より中津川税務署に赴任された杉山署長をお
招きして盛大に開催いたしました。
　また 29 年度も 1/3 が過ぎました。共益本部会・公益本
部会・青年部会・女性部会の各部会が７月までの活動の
様子と今後の予定を報告いたしました。各部会の主な予
定は次の通り。
　共益：重点課題は加入勧奨。加入率54％を目指す。 
　公益：今年の一般公開講演会は「小久保裕紀」さん。
　青年：９月中津高校にて租税教育活動を実施予定。
　女性：１１月中山道まつりでフリーマーケット等予定。

と　き　平成29年９月５日（火）
ところ　中津高等学校　体育館
　青年部会ではＨ26年より『学ぶ・教える』をテーマに租税教育活動を行
い“税金は社会の会費のようなものであり、安心・安全な暮らしには欠か
せない大切なものである”事を伝えてきました。今年は少し視点を変えて
「税金」と「選挙権」との関係を、もうすぐ選挙権を得る中津高等学校の２
年生を対象に講義を行いました。
　「税金」を納めるのは国民みんなですが、その使い道は国・地方の議員
が決めます。そしてその国地方の議員を決めるのは選挙であり、有権者は
18歳以上の国民です。一票の大切さを考えてみて下さいと伝えました。

波多野広報副部長

挨拶される丸山会長（上）と
杉山税務署長（右）

坂部上席官（左）と
土田特別調査官（右）

木下弁護士

第２回
『中小企業経営者のための事業承継対策』
講　師　弁護士　木下貴子 氏
と　き　平成２９年６月27日（火）
ところ　中津川商工会議所３F
出　席　33 名
事業承継で重要な４つのポイント
を軸に分かり易く説明して下さい
ました。

菊池保健士

第３回
『いきいき企業に生まれ変わる健康経営実践のすすめ』
講　師　保健師　菊池厚子 氏
と　き　平成２９年７月１１日（火）
ところ　中津川商工会議所３F
出　席　２５名
「健康経営」とは経営者が従業員
の健康を大切にし、従業員も元気
に働くことができる会社を創造す
ること。

塚元統括官

第４回
『ここだけは押さえておきたい税務』
　～棚卸資産を巡る税務について～
講　師　中津川税務署 統括官  塚元修 氏
と　き　平成２９年８月２３日（水）
ところ　中津川商工会議所３F
出　席　４５名
そもそも棚卸資産とは何か？
廃棄、陳腐化した棚卸資産の
損失計上方法などを解説。
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